
星溪園利用の御案内 

―入園は無料ですが、建物等施設を利用する場合は有料（要予約）です― 

◎庭園の開園時間 

午前 9時から午後 5時まで（ただし、11月 1日から 2月末日までは午後 4時まで） 

◎建物の利用時間 

午前 9時から午後 9時まで（ただし、茶室・立礼席は午後 5時まで） 

◎休園日 

・月曜日（この日が休日の場合は翌日） 

・年末年始（12月 27日から 1月 4日まで） 

◎建物等施設の利用申込方法 

熊谷市公共施設予約システムで利用者登録（初回のみ）、空き状況の確認及び仮予約を行

うことができます。 

 または、星溪園星溪寮（管理人室前）に直接御来園ください。開園日の午前 9 時から午

後 4時まで受付いたします。電話での申込みはできません。 

≪予約受付≫ 

利用日の３か月前の月の初日から予約受付します。 

（例えば、7月 20日に利用するときは 4月 1日から受付けます。ただし、この日が 土曜

日、日曜日、祝日の場合は、その日以降の市役所開庁日からとなります。） 

≪使用料の納入≫ 

施設利用日までに納入してください。使用料は一覧表のとおりです。なお、一度納めて

いただいた使用料はお返しすることはできません。 

≪使用料の減免≫ 

所定の条件を満たす場合、施設使用料が減免となります。詳しくは、熊谷市立江南文化

財センターまでお問い合わせください。 

◎利用上の注意事項 

・営利を目的とした利用はできません。 

・建物、石造物、竹木等を傷つけないでください。 

・動物の捕獲、植物の採取等はしないでください。 

・張り紙、打ち釘等をしないでください。 

・園内はすべて禁酒、禁煙です。 

・ペット同伴での入園は御遠慮ください。 

・自転車、バイク等の乗り入れはできません。 

・建物等施設利用の前後は、管理人に申し出てその指示を受けてください。 

・利用許可を受けた以外の施設又は設備を利用しないでください。 

・薪炭、お茶を使用する場合、その費用は利用者負担となります。 

・備品を紛失し、又は破損したときは、その賠償をしてもらうことになります。 

・その他のことについては、管理人の指示に従ってください。 

 

【問い合わせ先】 

熊谷市教育委員会社会教育課（熊谷市立江南文化財センター） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地 TEL 048－536-5062 FAX 048－536-4575 

https://kumagaya.shisetsu-info.jp/User/UserMain.aspx


 

 

 

 

 

 

 

熊谷市指定文化財 

名勝星溪園 

 

 

 

 

 

 

 

使用料一覧表                           

  区分 

施設名 

午前9時～ 

  正午 

午後1時～ 

午後5時 

午後6時～ 

午後9時 

午前9時～ 

午後5時 

午後1時～ 

午後9時 

午前9時～ 

午後9時 

星溪寮 4,710円 7,020円 6,910円 11,730円 13,930円 18,640円 

松風庵 2,720円 4,090円 3,980円 6,810円 8,070円 10,790円 

積翠閣 4,190円 6,180円 6,080円 10,370円 12,260円 16,450円 

茶 室 1,050円 1,570円 
 

2,620円 
  

立礼席 2,100円 3,040円 
 

5,140円 
  

庭 園 占有して利用する場合 1回につき3,140円 

備考・上記の使用料は熊谷市、深谷市及び寄居町に居住または通勤もしくは通学                 

をしている方を対象としています。 

それ以外の方が利用するときは、使用料は 5割増しとなります。 

・使用料の額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てます。 

・障害のある方等が利用するときは、使用料は半分となります。 


